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国
民
年
金
保
険
料
は
所
得
税
法
及
び

地
方
税
法
上
、
健
康
保
険
や
厚
生
年
金

な
ど
の
社
会
保
険
料
を
納
め
た
場
合
と

同
様
に
、
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
そ

の
年
の
課
税
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
、
税

額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、
令
和
３

年
１
月
か
ら
令
和
３
年
12
月
ま
で
に
納

め
ら
れ
た
保
険
料
の
全
額
で
す
。
過
去

の
年
度
分
や
追
納
さ
れ
た
保
険
料
も
含

ま
れ
ま
す
。

　
ま
た
、ご
自
身
の
保
険
料
だ
け
で
な
く
、

配
偶
者
や
ご
家
族（
お
子
様
等
）の
負
担

す
べ
き
国
民
年
金
保
険
料
を
支
払
っ
て

い
る
場
合
、
そ
の
保
険
料
も
合
わ
せ
て

控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
な
お
、
今
年
中
に
納
付
し
た
国
民
年

金
保
険
料
に
つ
い
て
、
社
会
保
険
料
控

除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
年
末
調
整
や

確
定
申
告
を
行
う
と
き
に
、
領
収
証
書

な
ど
保
険
料
を
支
払
っ
た
こ
と
を
証
明

す
る
書
類
の
添
付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
令
和
３
年
１
月
１
日
か

ら
令
和
３
年
10
月
１
日
ま
で
の
間
に
国

民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に
は
、

11
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
「
社

会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証

明
書
」
が
送
ら
れ
ま
す
の
で
、
申
告
書

の
提
出
の
際
に
は
必
ず
こ
の
証
明
書
ま

た
は
領
収
証
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

（
令
和
３
年
10
月
２
日
か
ら
12
月
31
日
ま

で
の
間
に
、
今
年
は
じ
め
て
国
民
年
金

保
険
料
を
納
め
ら
れ
た
方
へ
は
、
翌
年

の
２
月
上
旬
に
送
ら
れ
ま
す
。）

　
税
法
上
と
て
も
有
利
な
国
民
年
金
は
、

老
後
は
も
ち
ろ
ん
不
慮
の
事
故
な
ど
万

一
の
と
き
に
も
心
強
い
味
方
と
な
る
制
度

で
す
。
保
険
料
は
納
め
忘
れ
の
な
い
よ

う
き
ち
ん
と
納
め
ま
し
ょ
う
。

　
日
本
年
金
機
構
の
全
国
の
年
金
事
務

所
で
は
、
年
金
相
談
や
年
金
請
求
手
続

き
に
つ
い
て
、﹁
事
前
予
約
﹂を
行
っ
て
い

ま
す
。
お
待
た
せ
時
間
の
少
な
い
「
予

約
相
談
」
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆ 

予
約
相
談
希
望
日
の
１
カ
月
前
か
ら

前
日
ま
で
受
付
し
て
い
ま
す
。

◆ 

お
申
し
込
み
の
際
は
、
基
礎
年
金
番

号
の
わ
か
る
も
の（
年
金
手
帳
や
年
金

証
書
な
ど
）を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

　

ご
予
約
方
法
は
、
全
国
共
通
の
予
約

専
用
受
付
電
話「
０
５
７
０・０
５・４
８

９
０
」ま
た
は
、お
近
く
の
年
金
事
務
所
に
、

電
話・来
訪
時
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

渋
川
年
金
事
務
所
：
☎
０
２
７
９・
２

２
・
１
６
１
４

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

︻
令
和
３
年
中
に
土
地
・
建
物
を
売

却
・
交
換
な
ど
譲
渡︵
公
共
事
業
の
買

い
取
り
を
含
む
︶さ
れ
た
方
へ
︼

　
令
和
３
年
中
に
土
地
や
建
物
を
お
売

り
に
な
っ
た（
公
共
事
業
の
買
い
取
り

を
含
む
）方
で
、
確
定
申
告
の
準
備
の

た
め
の
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
確

定
申
告
の
期
間
前
に
ご
相
談
を
お
受
け

し
て
お
り
ま
す
。

　
な
お
、
相
談
は
事
前
予
約
制
と
な
っ

て
お
り
ま
す
の
で
、
電
話
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

︻
令
和
３
年
中
に
贈
与
を
受
け
た
方
へ
︼

　
令
和
３
年
中
に
贈
与
を
受
け
、
確
定

申
告
の
準
備
の
た
め
の
相
談
を
希
望
さ

れ
る
方
に
つ
き
ま
し
て
も
、
同
様
に
相

談
を
お
受
け
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
電

話
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

● 

相
談
予
定
日　
毎
月
第
１
・
第
３
水

曜
日
【
11
月
第
１
週
に
つ
き
ま
し
て

は
、
４
日（
木
）】

● 

相
談
時
間

　
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時

● 
予
約
及
び
お
問
い
合
わ
せ
先

　
☎
０
２
７
９
・
７
５
・
９
０
６
７

　
︵
前
橋
税
務
署
資
産
課
税
部
門
︶

※ 

相
談
に
は
お
時
間
が
か
か
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
感
染
症
予
防
の
た
め
に

も
、
混
雑
す
る
時
期
を
避
け
て
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

●
お
問
い
合
わ
せ
先　
中
之
条
税
務
署

　

 

☎
０
２
７
９
・
７
５
・
３
３
５
５︵
代

表
︶

※ 

音
声
案
内
が
流
れ
ま
し
た
ら
、「
２
」

を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

全
国
一
斉「
女
性
の
人
権
ホ

ッ
ト
ラ
イ
ン
」強
化
週
間
に

つ
い
て

　
法
務
省
及
び
全
国
人
権
擁
護
委
員
連

合
会
で
は
、
11
月
12
日
か
ら
18
日
ま
で

の
１
週
間
を
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ

イ
ン
強
化
週
間
」
と
し
て
、
夫
・
パ
ー

ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
や
ス
ト
ー
カ
ー
な

ど
、
女
性
の
人
権
に
関
す
る
相
談
・
悩

み
ご
と
に
つ
い
て
の
電
話
相
談
窓
口
の

受
付
時
間
を
延
長
し
ま
す
。「
女
性
の

人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
専
用
電
話
番
号

は
全
国
共
通

　
☎
０
５
７
０
・
０ゼ

ロ
ナ
ナ
ゼ
ロ
の

７
０
・
８ハ

ー
ト
ラ
イ
ン

１
０

※ 

Ｉ
Ｐ
電
話
か
ら
は
接
続
で
き
ま
せ

ん
。

　
強
化
週
間
中
の
受
付
時
間
は
、
月
曜

日
か
ら
金
曜
日
ま
で
は
午
前
８
時
30
分

か
ら
午
後
７
時
ま
で
。
土
曜
と
日
曜
日

は
午
前
10
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
。
対

応
は
人
権
擁
護
委
員
と
法
務
局
職
員
が

当
た
り
、
秘
密
は
固
く
守
り
ま
す
。

● 

お
問
い
合
わ
せ

　
前
橋
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　

 

☎
０
２
７
・
２
２
１
・
４
４
６
６

　
︵
代
表
︶　
担
当　
吉
澤
・
奥
津

国

民

年

金

納
め
た
国
民
年
金
保
険
料
は
全
額

が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

年
金
の
相
談
や
お
手
続
き
の

際
は
、ぜ
ひ
ご
予
約
を
！


